
香川県建設工事従事者安全確保推進計画検討会設置要綱 

                             

（名称）  

第１条 本会は、香川県建設工事従事者安全確保推進計画検討会（以下「検討会」と

いう。）と称する。  

 

（目的）  

第２条 検討会は「建設工事従事者の安全及び健康の確保関する法律（平成 28 年法

律第 111 号）」に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する講ずべき

施策等を検討し、香川県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計

画を策定することを目的とする。 

 

（所掌事務）  

第３条 検討会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討を行う。  

（１） 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する現状・課題等の整理 

（２） 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策についての基本的な方針 

（３） 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、県が総合的かつ計画的に講ず 

べき施策 

（４） 県内建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

（５） その他必要な事項  

 

（組織）  

第４条 検討会は、別表に定める構成員をもって組織する。  

２ 会長は、香川県土木部土木監理課長をもって充て、検討会を代表し、会務を統括

する。 

 

（会議）  

第５条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 構成員は、自ら指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又 

は説明を求めることができる。 

４ 会議は、原則として公開により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに     

該当する場合であって、検討会が会議の全部又は一部を公開しない旨を決定したと 

きは、この限りでない。 

 （１）香川県情報公開条例（平成１２年条例第５４号）第７条各号に定める情報に該 

当すると認められる事項について審議等を行う場合 

 （２）公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達 

成できなくなると認められる場合 

 

（事務局）  

第６条 検討会の事務局は、香川県土木部土木監理課に置く。  

 

資料１ 



（その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

  この要綱は、平成３０年８月３１日から施行する。 

 

 

（別表） 

 

  香川県建設工事従事者安全確保推進計画検討会 構成員 

所   属 役 職 氏  名 

（一社）香川県建設業協会 専務理事 河井  淳 

建設業労働災害防止協会香川支部 事務局長 友時 照俊 

建設業産業専門団体四国地区連合会 会長 武田 美治 

国土交通省四国地方整備局 

建政部計画・建設産業課 
課長 橋本 貴央 

厚生労働省香川労働局 

労働基準部健康安全課 
課長 中山 智 

香川県土木部土木監理課 課長 秋山 浩章 

香川県土木部技術企画課 課長 廣瀬 治 

香川県商工労働部労働政策課 課長 瀧本 浩司 

 


